


網走支部
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網走支部

紋
別
地
方
石
油
業
協
同
組
合

官
公
需
適
格
組
合

紋
別
市
幸
町
五
丁
目
一
番
地
二
四

電

　話

　〇
一
五
八
―
二
四
―
二
〇
六
一
番

理
事
長

薩

　田

　和

　明

斜
里
道
路
整
備
事
業
協
同
組
合

斜
里
郡
斜
里
町
光
陽
町
五
二
番
地
一

電

　話

　〇
一
五
二
―
二
二
―
二
七
六
〇

代
表
理
事

佐
々
木

　
　
　修

遠
軽
地
区
環
境
衛
生
協
同
組
合

紋
別
郡
遠
軽
町
豊
里
五
二
七
番
地
一

電

　話

　〇
一
五
八
―
四
二
―
四
〇
四
〇

理
事
長

寺

田

明

弘

北
見
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

北

見

市

大

和

三

二

八

番

六

電

　話

　〇
一
五
七
―
六
七
―
七
〇
四
〇

斉

　藤

　伸
一
郎

網
走
共
栄
企
業
組
合

理
事
長

網
走
市
潮
見
二
丁
目
六
番
十
三
号

電

　話

　〇
一
五
二
│
四
四
│
一
三
二
五

石

　川

　伸

　司

知
床
温
泉
旅
館
協
同
組
合

代
表
理
事

斜
里
郡
斜
里
町
ウ
ト
ロ
西
一
八
六
番
地
八

電

　話

　〇
一
五
二
―
二
四
―
二
六
三
九

木

　幡

　純
一
郎

環
境
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

北

見

市

卸

町

三

丁

目

三

番

地

二

電

　話

　〇
一
五
七
│
三
三
│
三
三
七
七

伊

藤

嘉

高

美
幌
管
工
事
業
協
同
組
合

理
事
長

網
走
郡
美
幌
町
字
仲
町
一
丁
目
一
四
三
番
地

電

　話

　〇
一
五
二
―
七
三
―
五
〇
五
〇

髙

　橋

　清

　文

紋
別
地
区
道
路
整
備
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

北
海
道
紋
別
市
元
紋
別
六
番
地
の
一

電

　話

　〇
一
五
八
│
二
三
│
三
六
五
四

谷

内

信

一

北
見
造
園
緑
化
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

北

見

市

広

郷

一

一

三

六

│

三

T
E
L

　〇
一
五
七
│
三
九
│
三
二
二
四

F
A
X

　〇
一
五
七
│
三
九
│
三
二
二
六

高

木

和

明

〒
〇
九
九
│
一
五
八
六

網
走
地
区
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
同
組
合

代
表
理
事

網

走

市

字

呼

人

三

八

二

番

地

電

　話

　〇
一
五
二
│
四
八
│
二
二
一
九

中

　川

　寿

　一

北
見
地
方
畜
産
商
業
協
同
組
合

代
表
理
事

北
見
市
端
野
町
緋
牛
内
一
四
〇
〇
番
地
四

電

　話

　〇
一
五
七
―
五
七
―
二
三
一
九
番
㈹

鈴

　木

　法

　明
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網走支部

北
海
道
興
農
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

網
走
郡
津
別
町
字
最
上
六
十
八
番
地
の
一
二

電

　話

　〇
一
五
二
―
七
六
―
一
五
五
一

高

田

博

幸

税
理
士
法
人
ト
ラ
ス
ト
会
計

代
表
社
員

税

理

士
網
走
市
南
六
条
西
三
丁
目
八
番
地
二

電

　話

　〇
一
五
二
―
四
五
―
二
七
一
〇

F
A
X

　〇
一
五
二
―
四
五
―
二
一
九
一

佐
々
木

　儀

　幸

税
理
士
法
人
松
尾
会
計

北
見
市
寿
町
二
丁
目
一
番
二
〇
号

電
　
話
　
〇
一
五
七
―
三
一
―
八
二
二
二
番

F
A
X
　
〇
一
五
七
―
三
一
―
八
二
二
八
番

松
　
尾
　
俊
　
介

代
表
社
員

税
理
士

協
同
組
合
津
別
町
道
路
管
理
セ
ン
タ
ー

代
表
理
事

網
走
郡
津
別
町
字
豊
永
十
八
番
地
一

電

　話

　〇
一
五
二
│
七
六
│
二
七
三
九

清

　水

　靖

　則
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胆振支部

輪
西
中
核
施
設
協
同
組
合

代
表
理
事

室
蘭
市
輪
西
町
二
丁
目
五
番
一
号

電

　話

　〇
一
四
三
│
四
三
│
五
八
四
六

松

永

英

樹

協
同
組
合
日
専
連
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク

苫
小
牧
市
表
町
三
―
二
―
十
一

電
　
話
　
〇
一
四
四
―
三
三
―
二
〇
〇
〇

野
　
村
　
信
　
一

理
事
長

苫
小
牧
地
区
自
動
車
整
備
協
同
組
合

苫
小
牧
市
新
開
町
四
丁
目
六
番
十
八
号

電
　
話
　
〇
一
四
四
―
五
五
―
三
七
三
七

理
事
長

川
　
端
　
隆
　
志

登
別
管
工
事
業
協
同
組
合

登
別
市
中
央
町
一
丁
目
十
番
地
五

電

　話

　〇
一
四
三
―
八
五
―
三
三
七
九

F
A
X

　〇
一
四
三
―
八
五
―
〇
三
一
〇

理
事
長

尾

　形

　勝

　夫

洞
爺
湖
温
泉
利
用
協
同
組
合

虻
田
郡
洞
爺
湖
町
洞
爺
湖
温
泉
七
十
八
番
地
三
八
六

電

　話

　〇
一
四
二
―
七
五
―
二
七
〇
六

代
表
理
事

若

　狭

　洋

　市

苫
小
牧
地
区
ト
ラ
ッ
ク
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事苫

小
牧
市
新
明
町
一
丁
目
二
番
十
五
号

電
　
話
　
〇
一
四
四
―
五
五
―
三
〇
二
二
番

荒

磯

宣

久

白
鳥
台
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　商
業
協
同
組
合

理
事
長

室
蘭
市
白
鳥
台
五
丁
目
一
番
四
号

電

　話

　（
〇
一
四
三
）
五
九
―
五
〇
一
〇

田

中

健

太

室
蘭
自
動
車
整
備
協
同
組
合

理
事
長

室
蘭
市
日
の
出
町
三
丁
目
四
番
十
二
号

電

　話

　〇
一
四
三
―
四
四
―
八
八
六
〇

江

　良

　貴

　志

室
蘭
市
日
の
出
町
二
丁
目
二
十
二
番
九
号

電

　話

　（
〇
一
四
三
）
八
三
―
七
六
一
六

代
表
理
事

斉

藤

　
聡

官
公
需
適
格
組
合

　室
蘭
市
管
工
事
業
協
同
組
合

中
島
中
央
商
店
街
振
興
組
合

理
事
長

室
蘭
市
中
島
町
一
丁
目
十
八
番
四
号
日
昇
堂
内

電

　話

　〇
一
四
三
―
四
四
―
四
四
七
六

門

　脇

　宏

　幸
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胆振支部

室
蘭
地
方
中
古
自
動
車
販
売
協
同
組
合

理
事
長

室
蘭
市
日
の
出
町
三
丁
目
四
番
六
号

電

　話 

〇
一
四
三
―
四
三
―
七
二
九
二

香

　川

　博

　行

室
蘭
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合

理
事
長

登
別
市
若
草
町
二
丁
目
十
四
番
地
十

電

　話

　〇
一
四
三
―
八
二
―
一
一
一
二

高

　橋

　
　
　聖

協
業
組
合
　室
蘭
清
掃
管
理
セ
ン
タ
ー

代
表
理
事室

蘭
市
寿
町
三
丁
目
二
十
四
―
五

電

　話

　〇
一
四
三
―
四
三
―
三
一
五
五

髙

橋

伸

介

専
務
理
事

松

本

一

雄

理

　事

髙

橋

邦

夫

協
同
組
合
苫
小
牧
タ
グ
セ
ン
タ
ー

理
事
長

苫
小
牧
市
汐
見
町
一
丁
目
一
番
六
号

電 
話

　〇
一
四
四
│
三
四
│
一
六
〇
七

山

口

英

彦

苫
小
牧
造
園
協
同
組
合

理
事
長

苫
小
牧
市
若
草
町
二
丁
目
二
番
一
号

電

　話

　〇
一
四
四
│
三
八
│
七
一
一
〇

土

屋

英

樹

苫
小
牧
L
P
ガ
ス
事
業
協
同
組
合

苫
小
牧
市
有
明
町
一
丁
目
七
番
八
号

電

　話

　〇
一
四
四
―
七
二
―
一
五
六
六

理
事
長

田

原

浩

平

洞
爺
湖
舟
艇
協
同
組
合

理
事
長

虻
田
郡
洞
爺
湖
町
洞
爺
湖
温
泉
二
九
番
地

電

　話

　〇
一
四
二
│
七
五
│
二
一
三
七

大

西

英

生

北
海
港
湾
石
材
協
同
組
合

代
表
理
事

虻
田
郡
洞
爺
湖
町
高
砂
町
一
六
六
番
地

電

　話

　〇
一
四
二
―
七
六
―
五
〇
二
八

澁

木

　
勉

官
公
需
適
格
組
合

　苫
小
牧
管
工
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

苫
小
牧
市
旭
町
四
丁
目
二
番
十
八
号

電

　話

　〇
一
四
四
―
三
三
―
五
九
三
四

成

田

才

仁

道
南
公
益
清
掃
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事室

蘭
市
御
崎
町
一
丁
目
七
十
五
番
地
七

電

　話

　〇
一
四
三
―
八
四
―
一
五
四
七

三

浦

真

彦

苫
小
牧
廃
棄
物
協
同
組
合

理
事
長

苫
小
牧
市
表
町
三
丁
目
一
番
一
三
号

第
2
C
K
ビ
ル
四
階

電

　話

　〇
一
四
四
│
八
四
│
一
一
一
四

下
谷
内

　浩

　二

特
殊
鋳
物
協
同
組
合

代
表
理
事

室

蘭

市

水

元

町

二

十

七

番

一

号

T
E
L
（
〇
一
四
三
）
四
六
│
五
六
五
一

村

　瀬

　
　
　充

〒050-8585
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胆振支部

大
樹
生
命
保
険
株
式
会
社

　苫
小
牧
支
社

〒
053

0022
ー

支
社
長

井

　部

　栄
二
郎

苫
小
牧
市
表
町
二
丁
目
一
番
一
四
号

電

　話

　〇
一
四
四
（
三
二
）
八
八
七
五

苫
小
牧
金
属
板
工
業
協
同
組
合

理
事
長

苫
小
牧
市
元
中
野
町
二
丁
目
五
番
六
号

電

　話
（
〇
一
四
四
）
三
五
│
七
七
八
〇

梨

　木

　
　
　仁

〒053-0005

東
胆
振
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
同
組
合

理
事
長

苫
小
牧
市
字
勇
払
一
五
二
番
地
二
四
五

電

　話

　〇
一
四
四
│
五
七
│
八
二
一
六

栗

　林

　克

　行

〒059-1372
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空知支部

江

本

勝

典

高
瀬

　
　謙
二
郎

岩
見
沢
道
路
維
持
事
業
協
同
組
合

岩
見
沢
市
七
条
西
二
丁
目
六
番
地

電

　話

　〇
一
二
六
―
三
三
―
四
六
〇
〇

F
A
X

　〇
一
二
六
―
三
三
―
四
五
八
八

代
表
理
事

小

谷

純

也

中
空
知
環
境
維
持
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

滝
川
市
緑
町
二
丁
目
七
番
二
五
号

電

　話

　〇
一
二
五
―
二
三
―
五
〇
〇
〇

田

　端

　千

　裕

官
公
需
適
格
組
合

　岩
見
沢
エ
ネ
ル
ギ
ー
協
同
組
合

理
事
長

岩
見
沢
市
四
条
西
四
丁
目
八
番
地

エ
ス
エ
ー
ビ
ル
二
階

電

　話

　〇
一
二
六
―
二
二
―
五
二
九
三
番

酒

井

　
茂

滝
川
環
境
維
持
管
理
協
同
組
合

滝
川
市
流
通
団
地
一
丁
目
二
番
一
一
号

電

　話

　〇
一
二
五
―
二
三
―
〇
二
二
四

代
表
理
事

古

川

廣

伸

空
知
地
方
電
気
工
事
協
同
組
合

岩
見
沢
市
九
条
西
二
丁
目

電

　話

　〇
一
二
六
―
二
二
―
一
〇
九
七

理
事
長

猪

股

浩

德

協
同
組
合

空
知
地
区
エ
ル
ピ
ー
ガ
ス
保
安
セ
ン
タ
ー

岩

見

沢

市

七

条

東

一

丁

目

電
　
話
　
〇
一
二
六
―
二
二
―
四
四
九
六

理
事
長

北

澤

治

雄

岩
見
沢
公
共
施
設
維
持
管
理

　
　
　
　
　
　
　事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

岩
見
沢
市
北
村
赤
川
五
八
六
番
地
三
五

電

　話

　〇
一
二
六
│
五
六
│
二
一
二
一

新

川

勝

久

芦
別
道
路
維
持
管
理
協
同
組
合

理
事
長

芦
別
市
南
一
条
東
一
丁
目
八
番
地

電

　話

　〇
一
二
四
―
二
三
―
三
八
三
八

浅

井

富

雄

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
空
知
協
同
組
合

代
表
理
事

北
海
道
札
幌
市
東
区
本
町
一
条
十
丁
目
一
番
一
号

T
E
L

　〇
一
一
│
七
八
一
│
六
〇
八
七

F
A
X

　〇
一
一
│
七
八
一
│
六
〇
八
八

工

藤

英

人

空
知
農
業
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合

理
事
長

山

　田

　
　
　
　

〒
068

0027
ー

岩
見
沢
市
七
条
西
二
丁
目
六
番
地

岩
見
沢
建
設
会
館
二
階

電

　話

　〇
一
二
六
―
二
二
―
〇
六
二
八
番
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芦
別
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
協
同
組
合

芦
別
市
北
一
条
西
一
丁
目
五
番
地

電

　話

　〇
一
二
四
―
二
二
―
八
九
八
一

理
事
長

吉

川

幸

伸

代
表
理
事

中
　
村
　
　
　
剛

協
同
組
合
ア
ー
ス
グ
ロ
ー
イ
ン
グ

岩
見
沢
市
四
条
西
十
五
丁
目
三
番
地

電
　
話
　
〇
一
二
六
―
三
三
―
七
五
五
七
番

月
形
事
業
協
同
組
合

理
事
長

樺
戸
郡
月
形
町
一
〇
七
〇
番
地

㈱
廣
野
建
設
内

電
　
話
　
〇
一
二
六
│
五
三
│
二
七
三
四

廣

野

和

男

あ
し
べ
つ
未
来
の
森
協
同
組
合

代
表
理
事

芦

別

市

本

町

十

七

番

地

十

電

　話

　〇
一
二
四
│
二
二
│
二
八
〇
七

小

　室

　一

　征

砂
川
道
路
管
理
協
同
組
合

砂
川
市
北
吉
野
町
二
八
二
番
地
四

電

　話

　〇
一
二
五
│
五
二
│
二
四
六
〇

代
表
理
事

増

井

裕

之
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　稚
内
と
み
お
か
商
店
会

協
同
組
合

専
務
理
事

稚
内
市
富
岡
二
丁
目
一
番
二
十
一
号

電

　話

　〇
一
六
二
―
三
二
―
六
四
〇
一
番

橋

　本

　健

　司

理
事
長

今

　村

　光

　壹

稚
内
管
工
事
業
協
同
組
合

〒
〇
九
七
―
〇
〇
〇
一

稚
内
市
末
広
四
丁
目
三
番
四
号

電

　話
（
〇
一
六
二
）
三
四
―
〇
二
二
二
番

F
A
X
（
〇
一
六
二
）
三
四
―
〇
二
二
〇
番

理
事
長

富

田

伸

司

稚
内
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
同
組
合

代
表
理
事

稚
内
市
は
ま
な
す
三
丁
目
三
番
十
一
号

電
話

　〇
一
六
二
―
三
二
―
一
一
一
一

貝

森

好

文

豊
富
町
産
廃
処
理
協
同
組
合

天
塩
郡
豊
富
町
字
上
サ
ロ
ベ
ツ

一
一
八
八
番
地
の
五
一

電
　
話
　
〇
一
六
二
―
八
二
―
三
一
二
三

代
表
理
事

佐
々
木
　
正
　
義

官
公
需
適
格
組
合

　北
星
開
発
事
業
協
同
組
合

理
事
長

稚
内
市
は
ま
な
す
二
丁
目
四
番
十
三
号

電

　話

　〇
一
六
二
―
三
三
―
六
五
〇
三

F
A
X

　〇
一
六
二
―
三
二
―
五
五
五
五

齋

藤

直

哉
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理
事
長

小

樽

市

築

港

五

番

四

号

電
　
話
　
〇
一
三
四
―
二
九
―
二
一
四
一

山

田

藤

夫

小
樽
倉
庫
事
業
協
同
組
合

石
狩
湾
新
港
倉
庫
事
業
協
同
組
合

官
公
需
適
格
組
合

　小
樽
市
管
工
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

小

樽

市

緑

一

丁

目

一

番

三

号

電

　話

　〇
一
三
四
―
三
二
―
四
八
五
七
番

土

田

勝

稔

小
樽
板
金
工
業
協
同
組
合

小

樽

市

稲

穂

二

丁

目

七

番

一

号

T
E
L
（
〇
一
三
四
）
二
二
―
四
五
九
七
・
F
A
X
二
二
―
五
〇
〇
九

北

　
　
　幸

　治

理
事
長

小
樽
運
送
事
業
協
同
組
合

理
事
長

〒
〇
四
七
―
〇
〇
〇
八

小

樽

市

築

港

八

番

三

号

電
　
話
　
〇
一
三
四
―
二
三
―
五
五
〇
四

池

田

幹

雄

後
志
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合

理
事
長

虻
田
郡
倶
知
安
町
南
三
条
東
六
丁
目
二

電

　話

　〇
一
三
六
―
二
二
―
一
七
一
〇

玉

井

淑

　

小
樽
地
方
電
気
工
事
協
同
組
合

小
樽
市
富
岡
一
丁
目
十
番
二
十
四
号

電

　話

　〇
一
三
四
―
二
五
―
〇
五
一
一
番

理
事
長

岩

城

直

人

副
理
事
長

花

和

嘉

貴

副
理
事
長

村

田

憲

恒

小
樽
蒲
鉾
工
業
協
同
組
合

代
表
理
事小

樽

市

堺

町

三

│

七

電

　話

　〇
一
三
四
│
二
二
│
四
二
八
〇

栗

　原

　
　
　康

丸
市
新
南
小
樽
市
場
協
同
組
合

理
事
長

小

樽

市

築

港

八

番

十

一

号

電

　話

　〇
一
三
四
―
二
七
―
五
〇
六
八

本

　間

　裕

　二

南
小
樽
市
場
協
同
組
合

小

樽

市

新

富

町

十

二

番

一

号

T
E
L

　〇
一
三
四
―
二
三
―
〇
七
二
二

F
A
X

　〇
一
三
四
―
三
二
―
五
一
六
七

E
-m
ail:n

an
taru
@
siriu

su
.o
cn
.n
e.jp

h
ttp
://n

a
n
ta
ru
ic
h
ib
a
.o
r.jp
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齋

　藤

　隆

　幸

小
樽
機
械
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
協
同
組
合

〒
〇
四
七
―
〇
〇
三
二

小

樽

市

稲

穂

五

丁

目

五

番

一

号

T
E
L

　〇
一
三
四
―
二
四
―
一
一
九
一

F
A
X

　〇
一
三
四
―
二
四
―
一
三
五
七

代
表
理
事

小
樽
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
協
同
組
合

代
表
理
事

小

樽

市

港

町

一

番

一

号

電

　話

　〇
一
三
四
│
二
一
│
七
七
七
一

畑

　
　
　賢

　治

ホ
ク
ト
メ
ン
テ
ッ
ク
協
同
組
合

寿
都
郡
黒
松
内
町
字
黒
松
内
二
〇
五

電

　話

　〇
一
三
六
│
七
二
│
三
一
二
一

代
表
理
事

菅

原

圭

介

仁
木
町
除
雪
事
業
協
同
組
合

代
表
理
事

仁

木

　

洋

〒
〇
四
八
―
二
四
一
三

余
市
郡
仁
木
町
南
町
一
丁
目
十
一
番
地
　（
有
）仁
木
小
型
運
輸
内

T
E
L
　
〇
一
三
五
―
三
二
―
二
〇
七
四

F
A
X
　
〇
一
三
五
―
三
二
―
二
三
二
一

E
-m
a
il:n
ik
i.s
rb
c
@
g
m
a
il.c
o
m

事
務
局

小樽鱗友商業協同組合

理事長

大坂　憲之
小樽市色内3丁目10番15号
電話（0134）22－0257番

北
後
志
リ
サ
イ
ク
ル
協
同
組
合

理
事
長

余
市
郡
余
市
町
黒
川
町
十
丁
目
六
十
五
番
地

電

　話

　〇
一
三
五
―
二
一
―
二
七
〇
〇

安

　本

　
　
　守
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28,050円
19,140円
19,140円
16,500円
16,500円
29,370円

最大63名
最大36名
最大36名
最大45名
最大24名
最大60名

85m2
58m2
58m2
59m2
41m2
89m2

一般社団法人

13,750円
9,350円
9,350円
8,250円
8,250円
14,300円

16,500円
11,550円
11,550円
9,900円
9,900円
17,600円

2,420円
1,650円
1,650円
1,430円
1,430円
2,640円

ご利用時間は厳守してください。午後6時以降ご利用時間の延長はできません。
ご利用時間の中には、ご利用の準備及びご使用後の机、椅子等の整理の時間も含みます。
延長のお申込みをいただいても、都合により延長できない場合があります。

お申込みは、利用日の6か月前の月初めから受け付けます。
受付時間は、平日午前9時から午後5時までとなっています。
所定の申込用紙に必要事項をご記入の上、ご提出願います。（ホームページをご参照ください。）

延長（18時まで）
30分単位

ただし、事前にお申込みをいただきますと午後6時まで利用時間を延長（30分単位）することができます。

TEL　011-231-7141／FAX　011-231-7142
〒060-0001　札幌市中央区北1条西7丁目 プレスト1・7ビル 2階

北海道中小企業会館

南北線「さっぽろ」駅から徒歩約8分／南北線「大通」駅から徒歩約9分
JR「札幌」駅から徒歩約12分
お近くの有料駐車場をご利用ください。

使用料金（消費税込み）

土曜・日曜・祝日及び
年末年始（12月29日から1月3日まで）

諸会議・研修会等
幅広くご利用いただけます
「中小企業会館」は、中小企業者のための施設です

北海道中小企業会館の貸会議室は、札幌の中心JR札幌駅から徒歩約12分という好立地にあり、植物園、
大通公園に近接するなど四季折々の景色が美しく環境に大変恵まれており、全室カーペット敷きです。
約24名～約180名様まで利用可能で、会議・研修会・勉強会・面接会場と多目的にご利用いただけます。
お申込みは6か月前の月初めから受け付けています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

午前9時から午後5時まで
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詳しい内容については、取扱代理店または
三井住友海上火災保険株式会社までお問い合わせください。

会社経営のリスクへの備え、万全ですか？

しっかり備えるなら！

スピーディーな保険金支払い!
労災事故が発生した場合、政府労災保険の認定を待たずに保険金をお支払い
します。政府労災保険の認定は、保険金のお支払い条件ではありません。（＊）
（＊）メンタルヘルス対策費用特約など一部の特約を除きます。

充実した付帯サービス!
貴社の人事・労務に関するお悩みにお答えする充実の付帯サービスです。
メンタルヘルスに関わる人事マネジメントや法律・税務相談などに、専門スタッフ
が電話でアドバイスします。（すべての契約に付帯されます。）

「人事・労務相談デスク」

メリット

1 納得の保険料水準！
全国中小企業団体中央会を契約者とする団体契約のスケールメリットを活かした保険料を実現しています。

事故発生 !

労災認定を待たずに

保険金をお支払い！

メンタルヘルスサポート

法律・税務・人事労務相談

メリット

2

メリット

3

就業中や
通勤途中の
事故による
社員のケガ

使用者責任
による
高額賠償

会員事業者のみなさまが補償金・賠償金を支出する
ことによって被る損害に備えるための制度です。

従業員の安心と、経営リスクの軽減を両立！

北海道中小企業団体中央会　会員のみなさまへ

三井住友海上火災保険株式会社
札幌支店法人営業課
住所：札幌市中央区北 3条西 2丁目
TEL：011－213－3889
FAX：011－213－3891

〈ご連絡先〉
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